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令和2年４月３０日

出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況

の悪化のため解雇，雇い止め，自宅待機等となった方について

① 以下の方は，現に有する在留資格のまま在留が認められます。

（１）雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望す

る方

（２）雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方

（３）雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で，引き続

き稼働を希望する方

（４）その他上記（１）ないし（３）に準ずる方

また，資格外活動の許可も可能です。

雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出して

ください。資格外活動期間は，許可の日から６か月又は現に有する在留

期間の満了日のいずれか一方で，先に到来する日となります。

② 上記①の状態のまま在留期間を迎える方については，就職活動を目

的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。

雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出して

ください。

資格外活動の許可も可能です。資格外活動については，許可の日から

６か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で，先に到来す

る日となります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続し

ている場合は在留期間の更新（６か月）が可能です。資格外活動の許可

も可能です。

【資料５】
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（注意）在留期限が到来する時点で，残りの待機期間が１か月を超えな

い場合や、勤務時間短縮により稼働している方について，勤務時間

が待機時間を上回っている方の場合は，現に有する在留資格のまま

在留期間の更新が可能です。この場合，原則として在留期間は「１

年」が決定されます。

３ 留意点

（１）就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が，復職

等することとなった場合は，速やかに在留資格の変更許可申請を行っ

てください。

（２）待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う

場合は，受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得て

ください（同意を得ていることを申請時に申し出てください。）。
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① 在留資格認定証明書の交付対象とならない方（「永住者」等）
再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の影響により本邦へ再入国できなかった永住者の方については，再入国許可の

有効期間の満了日が，入国制限が解除された日から１か月後までであり，かつ，入国制限が解除された日から６か月後までに査証申
請をしていただいた上で入国する場合には，「永住者」の在留資格により上陸特別許可します。

② 在留資格認定証明書の交付対象となる方（留学生や技能実習生等）
本邦に中長期在留者（留学生や技能実習生等）として在留していた方が，再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の

影響により本邦へ再入国できず，在留期限を経過した場合などで，改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については，原則と
して申請書および受入機関作成の理由書のみをもって審査します。

再入国許可（みなし再入国許可を含む。）により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請，在留期間更新許可申請
又は永住許可申請を行っている場合であって，新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは，本邦にある親族又は受入
れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし，出国中の方が再入国許可による上陸申請を行う
ことを可能とします。

本邦に入国を予定している方に係る取扱い Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

① 在留資格認定証明書が交付された方
通常３か月間有効ですが，特例として，２０１９年１０月１日から２０２１年１月２９日までに作成された在留資格認定証明

書は，入国制限措置が解除された日から６か月又は２０２１年４月３０日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱います。

② 在留資格認定証明書交付申請中の方について
現在申請中の案件について，活動開始時期を変更することとなった場合，原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査します。

１ 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方

２ 在留諸申請中に再入国許可により出国した方

３ 再入国許可による出国中に再入国期限が経過した方等
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本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

１ 「短期滞在」で在留中の方

⇒ 「特定活動（６か月・週２８時間以内のアルバイト可）」 への在留資格変更を許可します。

（注１）令和２年１月1日以降に教育機関を卒業（修了）した方に限られます。

（注２）「短期滞在」や「特定活動（６か月・就労不可）」がいったん許可された方も対象になります。

３ 「留学」の在留資格で在留している方で，就労を希望する場合

⇒ 「特定活動（６か月・就労可）」 への在留資格変更を許可します。

（注１）従前と同一の業務に従事する場合が対象となります。

（注２）「特定活動（インターンシップ(9号)，製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が，従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は

同様に許可します。

（注３）「短期滞在」や「特定活動(６か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。

（注４）「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で，従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は「特定活動（３か月・就労可）」へ

の在留資格変更を許可します。

２ 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方

⇒ 「特定活動（６か月・就労不可）」への在留資格変更を許可します。

４ その他の在留資格で在留中の方（上記２又は３の方で，就労を希望しない場合を含む）

（注）上記１～４について，帰国できない事情が継続している場合には，更新を受けることが可能です。

⇒ 「短期滞在（９０日）」の在留期間更新を許可します。
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